
     

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
保
険
料
の
減
免
に
つ

い
て
ご
案
内
し
ま
す 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維

持
者
の
収
入
等
が
減
少
し
た
被
保

険
者
を
対
象
に
介
護
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
を

実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

【
お
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】 

 

①
印
鑑 

 

②
令
和
元
年
中
及
び
令
和
２
年
中

の
収
入
の
わ
か
る
も
の
の
写
し 

 

③
令
和
２
年
１
月
以
降
に
失
業
さ

れ
た
方
は
、
そ
の
こ
と
が
わ
か

る
も
の
の
写
し 

 

【
申
請
期
限
】 

  

令
和
３
年
３
月
31

日
ま
で 

 

     

保
険
料
の
還
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

 

口
座
振
替
、
年
金
天
引
き
、
納
付

書
等
で
既
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料

が
あ
る
場
合
、
こ
の
保
険
料
に
つ

い
て
減
免
と
な
っ
た
と
き
は
、
還

付
（
返
金
）
い
た
し
ま
す
。
そ
の
場

合
は
、
市
役
所
か
ら
書
面
等
で
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

市
役
所
の
職
員
が
お
電
話
で
保

険
料
の
還
付
金
の
手
続
き
を
お
願

い
す
る
こ
と
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
不
審
な
お

電
話
が
あ
っ
た
場
合
に
は
市
介
護

福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

【
問
合
せ
】 

 

市
介
護
保
険
担
当 

（
窓
口
17

番
） 

市
高
齢
者
包
括
支
援
担
当 

（
窓
口
16

番
） 

電
話
（
２
３
）
６
１
１
１ 

 

    

  
 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険料 

 

減免事由１ 

新型コロナウイルス感染症により主たる生計

維持者が死亡または重篤な傷病を負った第１号

被保険者 

 

減免事由２ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少する見込みで下記の①②のいずれにも該

当する第１号被保険者 

①主たる生計維持者の令和２年中の収入（給

与・事業（営業・農業等）・不動産・山林）の

いずれかが令和元年に比べて３割以上減少す

る見込みの第１号被保険者（３割以上減少し

ない時は対象外です） 

②主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以

外の所得が 400万円以下の世帯 

  

 

 

減免の対象となる保険料 

①令和元年度 

 令和２年２月、３月分の保険料 

（年金天引きの場合は令和２年２月分） 

②令和２年度 

 全期間の保険料 

 

減免額 

減免事由１  全額が免除となります。 

減免事由２  お問い合わせ下さい。 

後期高齢者医療保険料 

 

減免事由１ 

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維

持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者 

 

減免事由２ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少する見込みで下記の①～③の全てに該当する

被保険者 

①主たる生計維持者の令和２年中の収入（給与・

事業（営業・農業等）・不動産・山林）のいず

れかが令和元年に比べて３割以上減少する見込

みの被保険者（３割以上減少しない時は対象外

です） 

②主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外

の所得が 400万円以下の被保険者 

③主たる生計維持者の平成 31年１月から令和元

年１２月までの所得の合計が 1,000万円以下の

被保険者 

 

減免の対象となる保険料 

①令和元年度 

 令和２年２月、３月分の保険料 

（年金天引きの場合は令和２年２月分） 

②令和２年度 

 全期間の保険料 

 

減免額 

減免事由１  全額が免除となります。 

減免事由２  お問い合わせ下さい。 
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